
送付先住所を設定するにあたって（京都市中京区） 

 
住民票と異なる住所に、介護保険に係る通知物の送付を希望される方は、本

人確認書類を添付し、「介護保険に係る送付先住所申出書」を提出してくださ

い。 
なお、申出人が被保険者以外の場合は、被保険者の委任状が必要です。 

 

提出書類一覧 

申出人が被保険者の場合 申出人が被保険者以外の場合 

・介護保険に係る送付先住所申出書 

・被保険者の本人確認書類の写し 

・介護保険に係る送付先住所申出書 

・申出人の本人確認書類の写し 

・被保険者の委任状（介護保険被保険者証の写しでも可） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 送付先住所を設定するにあたって御不明な点は、下記までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※担当区とは… 
介護保険被保険者証（一）の最下段に記載しています。 

【主な本人確認書類の例】 

・介護保険被保険者証 ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート 
・マイナンバーカード ・健康保険被保険者証または資格確認書 
・住民基本台帳カード ・身体障害者手帳 ・介護支援専門員証 等 

【提出及びお問い合わせ先は住民登録のある担当区※まで】 

（中京区民の方） 
〒６０４－８５８８ 

京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１番地 
京都市中京区役所 保健福祉センター 
健康福祉部健康長寿推進課 高齢介護保険担当 

 TEL ０７５－８１２－２５６６（直通） 
 FAX ０７５－８１２－００７２ 

※  成年後見制度の後見人等の場合は、登記事項証明書（写し）と 
本人確認書類を添付してください。被保険者の委任状は不要です。 

ココを 
確認 





 

                                  

委  任  状 
 

 

 介護保険に係る 通知物の送付先設定の申請に関する 権限について、  

下記の者に委任し ま す。  

 

記 

○1 住 所                                

 

②受任者(申請者)氏名                            

 

 

 

③    年  月  日 

 

④住 所                                   

    

⑤委任者(被保険者)氏名                                  

 

 
書 き  方 

① 申請者の住所 ②申請者の氏名 ③作成年月日 ④被保険者の住所  

⑤被保険者の氏名 

 

 受任者の本人確認ができ る 書類（ 免許証など ） の提示（ 郵送の場合は写し ） が必要です。  


